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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第69期
第１四半期
累計期間

第70期
第１四半期
累計期間

第69期

会計期間

自平成24年
４月１日
至平成24年
６月30日

自平成25年
４月１日
至平成25年
６月30日

自平成24年
４月１日
至平成25年
３月31日

売上高（百万円） 2,217 2,251 10,565

経常利益又は損失（△）

（百万円）
△238 △66 74

四半期純損失（△）又は当期純利

益（百万円）
△254 △58 113

持分法を適用した場合の投資利益

（百万円）
－ － －

資本金（百万円） 3,772 3,972 3,972

発行済株式総数（千株） 24,654 27,230 27,230

純資産額（百万円） 6,093 6,836 6,892

総資産額（百万円） 10,223 11,862 11,960

１株当たり四半期純損失（△）又

は当期純利益（円）
△11.04 △2.14 4.41

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － －

１株当たり配当額（円） － － －

自己資本比率（％） 59.6 57.6 57.6

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．第69期第１四半期累計期間及び第70期第１四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

については、１株当たり四半期純損失であり、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　第69期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。　　

４．「第４　経理の状況　１　四半期財務諸表　追加情報」に記載のとおり、前事業年度の第４四半期会計期間にお

いて、表示方法の変更を行ったため、第69期第１四半期累計期間の経営指標等における数値は、当該表示方法

の変更を遡及適用した組替後の数値を記載しております。

　

　　

　

２【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社

における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更は

以下の通りであります。

　なお、文中における将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

（重要事象等について）

　当社は、平成25年３月期において、２期連続で営業利益を計上し、営業活動によるキャッシュ・フローについてもマ

イナスからプラスに転じたものの、平成24年３月期まで４期連続で営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスと

なっていたことから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しておりました。

　当該状況を解消すべく、当社は販売体制の見直し、店舗別損益のより一層の精緻化等による収益強化及び経費削減に

努め、借入枠の拡大等のより一層の財務基盤の強化を図ってまいりました。

　この結果、平成26年３月期第１四半期決算においては、42百万円の営業損失を計上したものの、対前年同四半期比で

営業損失は166百万円縮小しており、平成26年３月期通期においては３期連続の営業利益を計上する見込みとなって

おります。また、財務基盤の強化については、平成24年７月に締結された株式会社ゴードン・ブラザーズ・ジャパン及

びＮＥＣキャピタルソリューション株式会社との融資契約を平成25年７月に更新し、総貸付極度額を2,000百万円か

ら2,300百万円に拡大しております。

　これらの状況から、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況は解消されたと判断し、継続企業の前提に

関する重要事象等の記載を解消することと致しました。

　

　

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

　

EDINET提出書類

株式会社ベリテ(E03181)

四半期報告書

 3/19



３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）業績の状況

　　　　当第１四半期累計期間（平成25年４月１日～平成25年６月30日）におけるわが国経済は、過度の円高を補正する

　　　ことによる輸出関連企業を始めとした業績回復や、現政権による各種政策による景気回復への期待感などにより、

　　　その明るさを取り戻す道程にあります。しかし、これまでいわゆる「アベノミクス」に対する将来への期待から上

　　　昇を続けていた株価も、ここへ来て調整局面を迎えて一服感があるなど、将来の経済状況に注意を払う必要があり　

　　　ます。

　　　　海外の宝飾品流通チャネルに掲げられるコンセプトとして”Mines to Market”（鉱山から市場へ）、流通チャ

　　　ネルの短縮化が起こっております。こうした動きを受けて我が国においても、製造小売（SPA)における存在感の拡　

　　　大、”メーカーの小売化”現象、インターネットやTVショッピングの台頭といった、生産と消費の流通構造にも短

　　　縮化の動きがみられています。当社におきましてもこうした流れをいち早く捉え、既に他社に先駆けて対応を行な

　　　って来ております。

　　　　こうした流れを受けて当社は当第１四半期累計期間より、「BEAUTY FOR EVERYONE　全ての女性を美しく」とい

　　　う新しい企業ビジョンを掲げた新事業戦略を打ち出すこととなり、マルチブランド戦略、CRMの連動による顧客生

　　　涯価値の最大化、親会社であるDigico（ディジコ）グループのサプライチェーンの徹底を推進していくことで、安

　　　定的な収益を維持しながら、宝飾品小売業界でのリーディングカンパニーを目指してまいります。

　　　　店舗面におきましては、当社ブランドの一つであるブライダル向けの「マハラジャ・ダイヤモンド」１店舗、お

　　　よび平成25年４月に千葉県にオープンした酒々井プレミアム・アウトレット内に１店舗の計２店舗の新規出店を実

　　　施し、お客様の多様なニーズへの対応を進めてまいりました。

　　　　以上の結果、当第１四半期累計期間の売上高は2,251百万円（前年同四半期比1.5％増）、営業損失は42百万円

　　　（前年同四半期は営業損失209百万円）、経常損失は66百万円（前年同四半期は経常損失238百万円）、四半期純損

　　　失は58百万円（前年同四半期は四半期純損失254百万円）となりました。

　　　　セグメント別の業績につきましては、前事業年度までは宝飾事業及びブランド事業の２種類のセグメントを有し

　　　ておりましたが、前事業年度末に当該ブランド事業におけるフランチャイズ契約の合意解約したことを契機に、販

　　　売体制の見直しを行なった結果、宝飾事業の単一セグメントに変更しております。このため、当第１四半期累計期

　　　間よりセグメント情報の記載は行なっておりません。

　なお、「第４　経理の状況　１　四半期財務諸表　追加情報」に記載のとおり、前事業年度の第４四半期会計期間にお

いて、表示方法の変更を行ったため、遡及適用後の数値で前年同四半期比較を行っております。　

　

　

　

（２）財政状態の分析

（資産）　

　当第１四半期会計期間末における資産合計は11,862百万円となり、前事業年度末に比べ98百万円の減少となりま

した。これは主に、未収入金が減少したこと等によるものであります。

（負債）

　当第１四半期会計期間末における負債合計は5,025百万円となり、前事業年度末に比べ42百万円の減少となりまし

た。これは主に、未払金が減少したこと等によるものであります。

（純資産）

　当第１四半期会計期間末における純資産合計は6,836百万円となり、前事業年度末に比べ55百万円の減少となりま

した。これは主に、四半期純損失の計上による利益剰余金の減少によるものであります。
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（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

 

　　　

（４）研究開発活動

　該当事項はありません。

　

（５）重要事象等について　

　当社は、「第２　事業の状況　１　事業等のリスク　」に記載のとおり、継続企業の前提に関する重要事象等が存在し

ておりました。

　当該状況を解消すべく、当社は販売体制の見直し、店舗別損益のより一層の精緻化等による収益強化及び経費削減

に努め、借入枠の拡大等のより一層の財務基盤の強化を図ってまいりました。

　この結果、平成26年３月期第１四半期決算においては、42百万円の営業損失を計上したものの、対前年同四半期比

で営業損失は166百万円縮小しており、平成26年３月期通期においては３期連続の営業利益を計上する見込みと

なっております。また、財務基盤の強化については、平成24年７月に締結された株式会社ゴードン・ブラザーズ・

ジャパン及びＮＥＣキャピタルソリューション株式会社との融資契約を平成25年７月に更新し、総貸付極度額を

2,000百万円から2,300百万円に拡大しております。

　これらの状況から、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況は解消されたと判断し、継続企業の前提

に関する重要事象等の記載を解消することと致しました。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 40,000,000

計 40,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成25年６月30日）

提出日現在発行数
（株）

（平成25年８月14日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 27,230,825 27,230,825東京証券取引所市場第二部 単元株式数1,000株

計 27,230,825 27,230,825 － －

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。　　

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。　　

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数
増減数（千株）

発行済株式総数
残高（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

 資本準備金
 増減額
（百万円）

 資本準備金
 残高
（百万円）

平成25年４月１日～

平成25年６月30日
－　　 27,230 　－ 3,972    － 3,721

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成25年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

 

①【発行済株式】

 平成25年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 13,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 27,093,000 27,093  　　　－

単元未満株式 普通株式 124,825 －
一単元（1,000株）

未満の株式

発行済株式総数 　 27,230,825 － －

総株主の議決権  － 27,093 －

（注）「単元未満株式」の株式数の欄には当社所有の自己株式390株が含まれております。

　

②【自己株式等】

 平成25年６月30日現在

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数(株)

他人名義所有
株式数(株)

所有株式数の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

株式会社ベリテ
神奈川県横浜市神奈川区

鶴屋町三丁目33番８号
13,000 － 13,000 0.04

計 － 13,000 － 13,000 0.04

 

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。　
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間（平成25年４月１日から平成25年

６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成25年４月１日から平成25年６月30日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて、霞が関監査法人による四半期レビューを受けております。

　

３．四半期連結財務諸表について

　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。　
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：百万円）

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,288 1,761

受取手形及び売掛金 ※2
 1,652

※2
 1,397

商品 5,268 6,085

短期貸付金 － 98

その他 1,115 851

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 10,324 10,193

固定資産

有形固定資産 320 367

無形固定資産 13 12

投資その他の資産

敷金及び保証金 1,235 1,219

その他 81 84

貸倒引当金 △14 △14

投資その他の資産合計 1,302 1,289

固定資産合計 1,636 1,669

資産合計 11,960 11,862

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※2
 1,325

※2
 1,358

短期借入金 ※3, ※4
 2,400

※3, ※4
 2,700

1年内返済予定の長期借入金 200 200

未払法人税等 78 21

返品調整引当金 23 34

その他 751 413

流動負債合計 4,778 4,728

固定負債

退職給付引当金 258 271

ポイント引当金 25 23

その他 4 2

固定負債合計 289 297

負債合計 5,068 5,025

純資産の部

株主資本

資本金 3,972 3,972

資本剰余金 3,928 3,928

利益剰余金 △1,009 △1,067

自己株式 △2 △2

株主資本合計 6,888 6,830

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 4 6

評価・換算差額等合計 4 6

純資産合計 6,892 6,836

負債純資産合計 11,960 11,862
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（２）【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

売上高 2,217 2,251

売上原価 1,055 1,124

売上総利益 1,162 1,127

販売費及び一般管理費 1,371 1,169

営業損失（△） △209 △42

営業外収益

協賛金収入 17 －

雑収入 3 10

その他 0 3

営業外収益合計 21 13

営業外費用

支払利息 14 22

為替差損 16 －

支払手数料 12 14

その他 6 1

営業外費用合計 51 37

経常損失（△） △238 △66

特別利益

原状回復費用戻入 － 26

受取補償金 － 8

特別利益合計 － 35

特別損失

店舗撤退損 0 12

減損損失 0 －

その他 0 －

特別損失合計 1 12

税引前四半期純損失（△） △239 △44

法人税、住民税及び事業税 14 13

法人税等調整額 0 －

法人税等合計 14 13

四半期純損失（△） △254 △58
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【注記事項】

（会計上の見積りの変更と区別する事が困難な会計方針の変更）

（減価償却方法の変更）

　従来、一部の有形固定資産の減価償却方法について定率法を適用しておりましたが、当第１四半期会計期間より定額

法に変更しております。これは、マルチブランド戦略を始めとした新事業戦略において、従来以上に店舗等を長期的に

有効活用し、且つ、より精緻に店舗別損益を把握することとしたため、設備の耐用年数に渡って減価償却費を均等負担

させることが合理的であると判断したためであります。

　この変更により、従来の方法によった場合に比べ、当第１四半期累計期間における営業損失、経常損失及び税引前四

半期純損失はそれぞれ７百万円減少しております。

　

　

（追加情報）

　従来、「営業外収益」に計上しておりました「地金売却益」及び「受取手数料」は、取引業務拡大により、業務の重

要性が増したため、前事業年度の第４四半期会計期間より「売上高」に計上し、対応する費用を「売上原価」に計上

する方法に変更しております。

　この表示方法の変更は遡及適用され、前第１四半期累計期間の四半期財務諸表の組替えを行っており、この結果、前

第１四半期累計期間の四半期損益計算書において「売上高」2,095百万円、「売上原価」943百万円、「地金売却益」

３百万円、「受取手数料」５百万円として表示していたものは、「売上高」2,217百万円、「売上原価」1,055百万円と

して組替えております。　
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（四半期貸借対照表関係）

１　受取手形割引高

　
前事業年度

（平成25年３月31日）
当第１四半期会計期間
（平成25年６月30日）

受取手形割引高 117百万円 57百万円

　

※２　四半期会計期間末日満期手形

　四半期会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当四半

期会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期会計期間末日満期手形が四半期会計期間末日残高に含

まれております。

　
前事業年度

（平成25年３月31日）
当第１四半期会計期間
（平成25年６月30日）

受取手形 2百万円 41百万円

支払手形 10 9

　

※３　当座借越契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

　
前事業年度

（平成25年３月31日）
当第１四半期会計期間
（平成25年６月30日）

当座借越極度額 100百万円 100百万円

借入実行残高 △100 △100

差引額 － －

　

　

※４　短期借入金のうち、当該動産担保融資契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

　
前事業年度

（平成25年３月31日）
当第１四半期会計期間
（平成25年６月30日）

総借入限度額 2,000百万円 2,000百万円

借入実行残高 △1,600 △1,900

差引額 400 100
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期間に係る

減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。　

 
前第１四半期累計期間
（自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自  平成25年４月１日
至  平成25年６月30日）

減価償却費 37百万円 10百万円

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30日）

１．配当金支払額

　　該当事項はありません。

　

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日

後となるもの

　　該当事項はありません。

　

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年６月30日）

１．配当金支払額

　　該当事項はありません。

　

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日

後となるもの

　　該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 （単位：百万円）

 

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期
損益計算書
計上額
（注）２　

宝飾事業
ブランド
事業

計

売上高 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 2,038 179 2,217 － 2,217
セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － － －

計 2,038 179 2,217 － 2,217

セグメント利益又は損失（△） 96 △66 30 △239 △209

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額△239百万円には、各報告セグメントに配分していない全

社費用239百万円が含まれております。全社費用の主なものは、報告セグメントに帰属しない一般

管理費であります。

　　　２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期損益計算書の営業損失と調整を行っております。

　　　３．（追加情報）に記載のとおり、前事業年度の第４四半期会計期間において、表示方法の変更を行った

ため、前第１四半期累計期間のセグメント情報については、表示方法の変更を遡及適用し、必要な

組替を行っております。

　　　　　　

　

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　「宝飾事業」セグメントにおいて、閉店が確定した店舗の資産について減損損失を計上しております。な

お、当該減損損失の計上額は、前第１四半期累計期間においては0百万円であります。

　

　

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年６月30日）

　当社は、前事業年度までは宝飾事業及びブランド事業の２種類のセグメントを有しておりましたが、前事業年度

末に当該ブランド事業におけるフランチャイズ契約の合意解約したことを契機に、販売体制の見直しを行なった

結果、宝飾事業の単一セグメントに変更しております。このため、当第１四半期累計期間よりセグメント情報の記

載は行なっておりません。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第１四半期累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日）

 １株当たり四半期純損失金額 11円04銭 2円14銭

（算定上の基礎）   

四半期純損失金額（百万円） 254 58

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純損失金額（百万円） 254 58

普通株式の期中平均株式数（千株） 23,052 27,216

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失であり、潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。　
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（重要な後発事象）

融資契約の締結

　当社は平成25年７月29日開催の取締役会決議に基づき、平成25年７月31日に下記のとおり動産担保融資契約を

更新いたしました。

　

① 使途

運転資金

② 借入先

株式会社ゴードン・ブラザーズ・ジャパン

ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社

③ 実行時期

平成25年７月31日

④ 貸付極度額

2,300百万円

⑤ 返済期限

平成26年７月31日

⑥ 担保及び保証

（ⅰ）ディジコ・ホールディングス・リミテッドによる保証

（ⅱ）売掛債権及び在庫
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２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成25年８月14日

株式会社ベリテ

取締役会　御中

霞が関監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 森内　茂之　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 渡邊　　誠　印

　
　
　

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ベリテの

平成25年４月１日から平成26年３月31日までの第70期事業年度の第１四半期会計期間（平成25年4月1日から平成25年６

月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成25年４月１日から平成25年６月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわ

ち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を

表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半

期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。 

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ベリテの平成25年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第

１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

強調事項

　「会計上の見積りの変更と区別する事が困難な会計方針の変更」に記載されているとおり、会社は、従来一部の有形固定

資産の減価償却方法について定率法を適用していたが、当第１四半期会計期間より定額法に変更している。 

　当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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